
品川区立体育館利用料金表 

 

＜施設＞ 

時間帯・ 

曜日 

 

種別 

午前 

（9時～11時30分） 

午後1 

（正午～2時30分） 

午後2 

（3時～5時30分） 

夜間 

（6時～9時30分） 

平日 
日曜日・ 

土曜日 
平日 

日曜日・ 

土曜日 
平日 

日曜日・ 

土曜日 
平日 

日曜日・ 

土曜日 

総 

合 

体 

育 

館 

主競技場 

（全面） 

区民 14,800円 16,300円 16,300円 18,000円 16,300円 18,000円 25,000円 27,500円 

区民

以外 
17,800円 19,600円 19,600円 21,600円 19,600円 21,600円 30,000円 33,000円 

主競技場 

（半面） 

区民 7,400円 8,200円 8,200円 9,000円 8,200円 9,000円 12,500円 13,800円 

区民

以外 
8,900円 9,800円 9,800円 10,800円 9,800円 10,800円 15,000円 16,500円 

卓球・レク

リエーショ

ン室 

区民 1,800円 2,000円 2,000円 2,200円 2,000円 2,200円 3,100円 3,400円 

区民

以外 
2,200円 2,400円 2,400円 2,600円 2,400円 2,600円 3,700円 4,100円 

武道場 

（剣道） 

区民 1,900円 2,100円 2,100円 2,300円 2,100円 2,300円 3,200円 3,500円 

区民

以外 
2,300円 2,500円 2,500円 2,800円 2,500円 2,800円 3,800円 4,200円 

武道場 

（柔道） 

区民 1,900円 2,100円 2,100円 2,300円 2,100円 2,300円 3,200円 3,500円 

区民

以外 
2,300円 2,500円 2,500円 2,800円 2,500円 2,800円 3,800円 4,200円 

会議室 

区民 700円 800円 800円 1,200円 

区民

以外 
800円 1,000円 1,000円 1,400円 

戸 

越 

体 

育 

館 

主競技場 

（全面） 

区民 7,800円 8,600円 8,600円 9,500円 8,600円 9,500円 13,200円 14,500円 

区民

以外 
9,400円 10,300円 10,300円 11,400円 10,300円 11,400円 15,800円 17,400円 

主競技場 

（半面） 

区民 3,900円 4,300円 4,300円 4,800円 4,300円 4,800円 6,600円 7,300円 

区民

以外 
4,700円 5,200円 5,200円 5,700円 5,200円 5,700円 7,900円 8,700円 

卓球・レク

リエーショ

ン室 

区民 1,000円 1,100円 1,100円 1,200円 1,100円 1,200円 1,700円 1,900円 

区民

以外 
1,200円 1,300円 1,300円 1,400円 1,300円 1,400円 2,000円 2,300円 

武道場 

（全面） 

区民 1,800円 2,000円 2,000円 2,200円 2,000円 2,200円 3,100円 3,400円 

区民

以外 
2,200円 2,400円 2,400円 2,600円 2,400円 2,600円 3,700円 4,100円 

武道場 

（剣道） 

区民 900円 1,000円 1,000円 1,100円 1,000円 1,100円 1,600円 1,700円 

区民

以外 
1,100円 1,200円 1,200円 1,300円 1,200円 1,300円 1,900円 2,000円 

武道場 

（柔道） 

区民 900円 1,000円 1,000円 1,100円 1,000円 1,100円 1,600円 1,700円 

区民

以外 
1,100円 1,200円 1,200円 1,300円 1,200円 1,300円 1,900円 2,000円 

会議室 

区民 500円 600円 600円 900円 

区民

以外 
600円 700円 700円 1,100円 

 

 

 

別紙⑩ 



 

備考 

１ 「区民」とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等を有する団体もしくは区内に住所を有する者を

主たる構成員とする団体をいう。 

２ 区長は、管理上支障がないと認めるときは、承認した時間帯（以下「承認時間帯」という。）を超えて施設を利

用させることができる。この場合において、指定管理者は、次に掲げる利用料金を徴収するものとする。 

ア 承認時間帯が夜間以外の場合にあつては、超過時間30分（30分に満たないときは、30分とする。以下同

じ。）につき、承認時間帯に続く時間帯の利用料金の30分相当額（10円未満の端数があるときは、その端

数金額を10円として計算した額とする。以下同じ。） 

イ 承認時間帯が夜間の場合にあつては、超過時間30分につき、夜間の利用料金の30分相当額に1.3を乗

じて得た額 

３ 国民の祝日に関する法律に規定する休日（この日が土曜日に当たる場合を除く。）に利用する場合の利用料

金は、日曜日・土曜日の利用料金相当額とする。 

４ 利用者が、営利を目的として主競技場（全面）を利用する場合の利用料金は、規定利用料金（減額または

免除を受ける前の利用料金をいう。）に５を乗じて得た額とする。 

 

＜設備等＞ 

種別 単位 利用料金 備付場所 

バスケットボール 1組1回 580円 
総合体育館 

戸越体育館 

バレーボール 1組1回 580円 同上 

テニス 1組1回 580円 同上 

バドミントン 1組1回 240円 同上 

卓球 1組1回 240円 同上 

バウンドテニス 1組1回 240円 同上 

ソフトバレーボール 1組1回 240円 同上 

ワイヤレスマイク 1本1回 340円 同上 

マイク用スタンド 1本1回 240円 同上 

ポータブルCDラジオカセットレコーダー 1台1回 240円 同上 

ビデオデッキ 1台1回 340円 同上 

モニターテレビ 1台1回 360円 同上 

コインロッカー 1回 10円 総合体育館 

柔道用畳 1畳1回 40円 戸越体育館 

フロア保護板 1枚1回 50円 総合体育館 

放送装置（主競技場用） 一式1回 900円 
総合体育館 

戸越体育館 

放送装置 

（卓球・レクリエーション室および武道場用） 
一式1回 580円 同上 

電光掲示板 1組1回 1,000円 同上 

電光掲示板 1組1回 500円 戸越体育館 

野外活動器材（8人用テント） 1張5日以内 400円 総合体育館 

野外活動器材（6人用テント） 1張5日以内 300円 同上 

野外活動器材（4～5人用テント） 1張5日以内 200円 同上 

 

備考 

１ 「１回」とは、一の時間帯を単位とする。 

２ コインロッカーについては、ロックが解消されたことをもって１回とする。 

 

 


